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ご挨拶-私たちは人と人との繋がりを大切にしています

日本は、少子高齢化を背景として生産年齢人口は中長期的に減少すると見込ま
れています。 採用の仕方を変えなければ、人材不足の問題はますます深刻にな
っていきます。人材確保は、重要な課題となります。そこで、私共が「優秀な外国
人人材を確保し、人材不足を解消し、新しい雇用ルートを創出したいと考えていま
す。

優秀な外国人材のスカウトに加えて、コンサルタントによる採用時（在留資格変更
手続きを含む）や人事労務管理上の留意点に関する相談などもさせて頂きます。

また、希望条件だけの機械的なマッチングだけでなく、コンサルタントが求職側と丁
寧に面談したうえでのマッチングを行っています。採用後もきちんとフォローいたし
ますので、より安定、安心して働けるように、社 員一丸となって取り組んでまいりま
す。
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特定技能 1 号外国人支援マニュアル（企業側）

登録支援機関 登録番号 19登-002657

 外国人材候補者の確保

 Skype面接の同席もしくは、現地での面接同行

 入国に関する資料の作成＆在留資格変更の資料作成

 支援計画書の作成

 協議会に参加するためのサポート

 介護技能試験のサポート

 入職後の定期フォロー

 相談・苦情への対応
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特定技能 1 号外国人支援マニュアル（入職者側）

 事前ガイダンス

 入国前、住まいの確保

 入国後、空港までの送迎、行政手続き、日常生活必要なサポート

 介護技能試験のサポート

 通訳体制完備

 相談・苦情への対応。

 就労状況等のフォローアップ、会社スタッフとの相談を定期的に実施（3ヶ月毎）

 随時にメール・電話にて生活や職場に関する相談を行う。

 その他、地域清掃活動、クリスマス会，バスケットボール大会などのイベントや，遊
園地でのレクリエーション を実施し，日本での生活を充実させるよう工夫している。

 地域清掃などの活動を通じて，地元住民との相互理解を深め， 住み心地の良い
環境づくりにもつなげる。
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特定技能外国人がオススメのポイント

 海外で直接採用できて、時間＆人件費が抑えられること

 優秀な外国人材の確保率が高く、人材採用が計画的にで
きること

 研修期間がなく、入国後に即働けること

 勤務経験がある良い技能実習生の2回目採用もできます。

 日本文化に馴染し・日本語の交流が問題ないこと。
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特定技能外国人の定期的にサポート体制

①特定技能 １号外国人とは、３ヶ月に １回定期面談を行う。
これとは別に、相談のある都度、適宜、速やかに対応す
る。 ・特定技能所属機関からの相談も適宜速やかに対応
する。問題解決が必要な場合には、３者で話し合う機会
を提案し、速やかな問題解決に注力する。

②定期提出書類のサポート体制

③就労や生活上における悩みや相談などについて、内容
に応じて必要な助言やアドバイスを行います。
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特定技能の受入れ機関について

●外国人を受け入れるための準備

 ① 雇用条件を決定（注：報酬額が日本人と同等以上）

 ➁ 協議会に加入すること

 ③ 外国人を支援する体制完備すること（例：外国人が理
解できる言語で支援できる）

 ④ 外国人を支援する計画が適切であること（例：生活オリ
エンテーション等を含む）

 ⑤ 出入国在留管理局への各種届出すること

 （注）①～⑤を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか，
出入国在留管理庁から指導，改善命令等を受けることが
ある。

 ※➁～⑤登録支援機関に委託すること可能です。
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特定技能生 受け入れの流れ

候補者募集
↓

書類審査、面接・内定（Skype面接もしくは、現地面接）
↓

技能教育・日本語教育
↓

介護技能試験を受験
↓

合格者ビザ申請、地方出入国在留管理局に申請資料の提出
（例：雇用契約書、ガイダンス概要、健康診断等）

↓
在留資格の認定

↓
入国・入職（アフタフォロー）

8



株式会社 仁源の強み

 仁源は介護の分野に強みを持っております。 中国では看護師免許を持っ
ている方を、日本の介護施設へご紹介をしております。 他の分野へも、も
ちろん日本語の能力を高い技能実習生をご紹介しております。

 特定技能1号の介護試験教室を開いております。

 相談・苦情への対応 登録支援機関として、日本人の責任者、及び、特定
技能 １号外国人の母国語を話す外国人が相談を受け付けます。

 緊急時対応については、通常の対応時間外の緊急時の連絡先を設ける
等、基本的にいつでも連絡が受けられる支援体制を構築します。
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会社概要

会社名：株式会社 仁源

所在地：〒111-0025 東京都台東区東浅草1-4-2 8F

登録支援機関登録番号：19登－002657

申請等取次： 第20-30526号

有料職業紹介事業許可証：13－ユ－309644 

身元保証機関登録管理番号 B-144

Tel：03-6874-6822 Fax：03-6874-6822

Mail: consulting@jin-gen.com
HP: www.jin-gen.com

10

mailto:consulting@jin-gen.com
http://www.jin-gen.com/

